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はじめに

バブル崩壊後、わが国は深刻な景気低迷に喘いでいたが、近年景気は

回復傾向にある。このような傾向を維持・促進させていくことが重要で

あるが、他方で少子高齢化が進み、持続可能な経済成長への影響が懸念

されている。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計 １によると、2050 年 に は総

人口が約 1 億 800 万 人 、労働力人口である 15 歳 ～ 64 歳 の割合は 53.6％ 、

65 歳 以上人口の割合は 35.7％ と 現在よりも深刻な少子高齢社会になっ

ていくと予測されている。

それにより引き起こされる問題の一つに労働力の不足が挙げられる。

対策としては、将来の危機的な労働力不足を防ぐために、少子化対策を

行い、将来の労働力人口を増やすことが考えられる。

確かに、将来的な労働力の確保も重要であるが、それと並行して現在

の労働力を確保し、効率的な労働力の資源配分を行うこともとりわけ重

要である。

現在の労働力としては、正規雇用者やニート、短時間労働者 ２が挙げ

られる。その中でも、現在の労働力の活用という点では、ニートやパー

トタイム労働者の労働供給を増加させることが考えられる。

就 業意 欲の ない ニー トな どの 非就 業者 の労 働時 間を 増加 され ること

よりも、就業意欲を持ちながらも、税制や社会保険制度によって労働調

整 を行 ってい る女性 パー トタイ ム労働 者の 労働供 給量を 増加 させる こ

とが有効であると考えられるため、本稿では女性のパートタイム労働者

の労働供給量の増加に注目する。

わが国では女性の社会進出が進んでいると言われているが、現状とし

て 女性 が就業 しやす い労 働環境 が整っ てい るとは 言い難 い。 結婚・ 出

産・育児のために離職した女性の中には、様々な要因により再び正社員

として就業することが困難となり、短時間労働者 (特にパートタイム労

働者 )として就労している者が数多く存在する。

配偶者を持ち、パートタイム労働者として就労している女性は、前述

の 通り 税制や 社会保 障制 度の適 用基準 など によっ て労働 供給 の調整 を

行っている。

しかし、内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」によると、

約 80％ の 女 性 は 子 ど も が い て も 職 業 を 持 ち た い と 答 え て い る こ と か

ら、就業への意欲は高いと考えられる。

                                                     
１ 国立社会保障・人口問題研究所 2002年中位推計より。
２
『短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律』（以下、パートタイム労働法）において、短時間労働

者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の 1週間の所定労働時間に

比べて短い労働者」と定義され、その短さの程度や名称（パートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、

臨時社員等）は問わないとされている。本稿では、パートタイム労働者で統一。
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私たちは、このような就業意識と現状の乖離を是正することが労働力

の確保に繋がると考え、女性の労働供給を妨げる要因を実証分析によっ

て明らかにし、本稿ではそれらへの対策を講じる。
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第1章 現状分析

＜要約＞

本章では、現在の日本が抱える問題を取り上げ、解決するための手段を

考察する。第 1 節では少子高齢化の進行により引き起こされるに伴う労

働力低下の中で、現在の労働力を確保することの重要性を明らかにし、

第 2 節 では現在ある労働力とその問題点を考察する。

第 3 節 では雇用形態の変化に伴う、世間の固定的役割分担意識や女性の

就業意識の変化について注目し、さらに第 4 節 で、女性のパートタイム

労働者を取り巻く労働環境や法律について述べる。

第1節 少子高齢化と労働力の低下
今日の日本が抱えている問題の一つに少子高齢化がある。日本の

人口を維持するためには 2 .08 以上の合計特殊出生率が必要だと言わ
れているが、2005 年の合計特殊出生率は 1 .25、出生数は約 106 万人
と、戦後最低記録を更新し、日本は人口減少時代に突入している。

2005 年の 65 歳以上人口は約 2500 万人と総人口の 20 .1％を占めて
おり、さらに 1947 年～ 1949 年生まれの団塊世代が 2007 年には 60
歳に到達し 2015 年には 65 歳を上回ることから、少子高齢化に一層
の拍車をかけることが予想される。

このような少子高齢化の進行に伴い、 2050 年には労働力となる生
産年齢人口（ 15 歳以上 65 歳 未満人口）の割合が 53.6％ と なるなど、

労働力の低下が見込まれている。（図 1 参照）

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

図1　　生産年齢人口割合の将来推計

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

2

0
0

0

2

0
0

2

2

0
0

4

2

0
0

6

2

0
0

8

2

0
1

0

2

0
1

2

2

0
1

4

2

0
1

6

2

0
1

8

2

0
2

0

2

0
2

2

2

0
2

4

2

0
2

6

2

0
2

8

2

0
3

0

2

0
3

2

2

0
3

4

2

0
3

6

2

0
3

8

2

0
4

0

2

0
4

2

2

0
4

4

2

0
4

6

2

0
4

8

2

0
5

0

（年）

（％）



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th‐1７th Dec.2006

6

労働力の低下が進行するにより、経済面・社会生活面など様々な

分野において大きな影響を与えることが懸念されている。

特に近年、日本は深刻な景気低迷に悩まされていたが、現在景気は回

復傾向にある。このような傾向を維持・促進させ、持続可能な経済成長

を成し遂げるためにも、労働力の確保はわが国の解決すべき重要な課題

である。もちろん、少子化対策による将来の労働力確保も重要であるが、

そのことと並行して、現在ある労働力を確保し、効率的な労働力の資源

配分を行うことがより重要であると考える。そこで次節では、現在ある

労働力について考察していく。

第2節 現在の労働力
時代の変化 とと もに 、人 々の 働き 方や 雇用 形態 は多 様化 して きてい

る。現在、わが国には正規雇用者やパートタイム労働者、ニートや外国

人労働者などの生産可能人口が存在する。

その中で、現在の労働力活用という点では、ニートやパートタイム労

働者の労働供給を増加させることが考えられる。しかし、現在 64 万 人

存 在す ると言 われて いる ニート などの 就業 意欲の ない非 就業 者の労 働

供給量を増加させるためには、多大なコストや時間がかかることが予想

される。政府各方面でも活発に議論されている企業の海外移転や、外国

人労働者の受け入れによって労働力を確保する方法は、言語や文化の違

い、さらに社会保障制度の見直しなどの多くの問題を抱えている。

これらを踏まえ、私たちは年々増加傾向にあるパートタイム労働者に

注目する。パートタイム労働者の約 70％が女性であり １、その中には就

業意欲を持ちながらも、税制や社会保険制度によって労働調整を行って

いる女性パートタイム労働者も少なくない。私たちはこの労働調整を行

っている女性パートタイム労働者の労働供給量を増やすことが、現在の

労働力の確保として最も有効な手段であると考える。

次節では、時代環境とともに変化している女性就業の変化や就業に関

する意識変化について詳しく考察していく。

第3節 女性の就業
1.3.1 女性パートタイム労働者の増加
日本は高度経済成長を遂げた後、バブル崩壊による景気低迷に襲われ

るなど、様々な経済状況の変化を経験してきた。このような経済状況や

時代環境の変化によって雇用形態が大きく変化してきている。 1990 年
代後半に起きた不景気に対応するため、企業はコスト削減を目的とし、

正規雇用者からパートタイム労働者の雇用へと移行した。

上記の影響もあり、パートタイム労働者は年々増加傾向にある。1985
年の総雇用者中の割合は 11 . 1％であったが、2005 年には 24％にまで上
昇している。近年、女性の社会進出が進んでいるが、 1985 年の総雇用
者中に占めるパートタイム労働者の割合は 22％、2005 年は 40 .6％と女
                                                     
１ 総務省統計局『労働力調査』より。
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性雇用者の半数近くに昇っている。このように、女性のパートタイム労

働者はいまや日本の労働力市場において欠かせない存在となっている。

（図 2 参照）

出所：総務省統計局「労働力調査」

1.3.2 固定的役割分担意識の変化と女性の就業意欲
近年、雇用形態の変化に伴い、人々の就業に対する意識も変化してき

ている。「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という固定的性別役割

分担の意識が、 1979 年には賛成という意見が反対を大きく上回ってい
た。しかし、徐々に反対という意見が増加し、 2004 年調査で初めて反
対という意見が賛成を上回った。（図 3 参照）

出所：内閣府「平成 16 年 男女共同参画社会に関する世論調査」

図2　　女性雇用者に占めるパートタイム労働者割合の推移
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また、「多様な働き方に関する意識調査」（ 2006 年）１では、既婚男性

の約半数が共働きを支持するなど、女性就業に対する社会の理解も深ま

っていることがわかる。

さらに、女性自身の就業意識も高まりを示しており、「男女共同参画

社会に関する世論調査」（ 2004 年） ２によると、約 80％の女性が結婚・
出産後も就業を希望していると回答している。

「独身女性の理想とするライフコースの推移」 ３では、女性の就業と

結婚・出産・育児のかかわり方が、3 つの理想とするライフコースに大
別されている。１つ目が結婚・出産後も仕事を継続する「継続就業コー

ス」、 2 つ目が結婚・出産を機に退職し、子供が大きくなったら再び働
き始める「再就職コース」、 3 つ目が結婚・出産を機に退職し、家事・
育児などに専念し続ける「専業主婦コース」である。

このうち、 1987 年は専業主婦コースを理想とする人が 36 .7％、継続
就業コースを理想とする人が 20 .3％と、専業主婦コースを選ぶ女性が
多 い 結 果 と な っ た が 、 2002 年 に は 専 業 主 婦 コ ー ス を 理 想 と す る 人 が

20 .1％、継続就業を理想とする人が 29 .3％と逆転した。
再就職を理想とする人は 1987 年の 34 .3％から少しずつ上昇し、2002

年時点では 39 .2％となり、独身女性の理想とするライフコースの中で
最も多いものとなっている。（図 4 参照）

出所：内閣府「国民生活白書」

しかし、実際の既婚者が理想通りのライフコースを実現しているとは

言い難い。

「若年層の意識実態調査」（ 2003 年）４では、理想のライフコースを実

現しているのは約半数程度であることがわかる。継続就業を希望する女

性のうち、約 40％は意に反して出産・育児を機に離職している。

                                                     
１ 内閣府 全国 20～49歳の既婚男性を対象として集計。
２ 内閣府 全国 20歳以上の男女を対象として集計。
３ 内閣府『国民生活白書（2006年版）』より。
４ 内閣府 全国 20～34 歳の既婚女性を対象として集計

図4　　独身女性が理想とするライフコース
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正規雇用者であった女性が結婚・育児・出産により退職した後、再就

職を果たした時に正規雇用者として就業している女性は全体の 10％足
らずである １。 そ れに対し、パートタイム労働者として就業してい る

女性は 90％にも昇る。
パートタイム労働者増加の背景には、企業側の要因として、正規雇用

者としての再就業が困難な事も挙げられるが、女性自身がパートタイム

労 働者 として の働き 方を 選んで いるこ とが 大きな 要因の 一つ である と

考えられる。

再就職を希望する無業の女性のうちの約 80％がパートタイム労働者
として働くことを希望している ２。「多様な就業形態のあり方に関する調

査」（ 2001 年） ３からは、パートタイム労働者として働く女性がパート

タイム労働を希望した理由のうち、「希望に合う勤務先がなくやむを得

ず」という消極的な理由が約 26％なのに対し、自らパートタイム労働
を希望したという女性は 70％近くに上る。
パートタイム労働者を希望する理由のうち「自分の都合に良い時間（日）

に働きたいから」という回答が半数以上を占めていることから、パート

タイム労働とは、結婚・出産・育児を経験する女性にとって、希望する

通りの就業を可能にする柔軟な就業形態であることがわかる。

しかし、低収入や社会保険の加入問題など、パートタイム労働者の労

働環境が整備されているとは言い難い。そこで次節では、現在の女性パ

ートタイム労働者の労働環境について考察する。

第4節 女性パートタイム労働者を取り巻く環境
パートタイム労働者の増加に伴って、政府もパートタイム労働者がよ

り働きやすい労働環境を整えるために法律等の整備を行っている。

パートタイム労働者には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、

労働者災害保険法や育児休業法等の保護法例が適用される。

さ らに 、パ ート タイ ム労 働者 の福 祉増 進を 図る こと を目 的と して、

199 3 年 6 月に短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（以下、
パートタイム労働法）が制定された。この法律に基づき、『事業主が講

ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する指針』（以下、パート

タイム労働指針）が定められた。同指針は 2004 年 1 月 1 日から改定さ
れ、パートタイム労働者と正規労働者との間の均衡を考慮した処遇の考

え方が具体的に示されるとともに、事業主の講ずべき措置が新たに追加

された。

このように、増加するパートタイム労働者を保護する制度が整備され

つつあるが、パートタイム労働者と正規労働者との処遇や社会保険制度

の違いなど、依然として賃金、社会保険制度、所得税制に関する問題が

多く存在している。

                                                     
１ 総務省『就業構造基本調査（2002 年）』より。全国 20～34 歳の既婚女性を対象として集計。
２ 総務省『就業構造基本調査（2002 年）』より。全国 15～49 歳就職を希望する無業の女性を対象として集計。
３ (財)21 世紀職業財団 全国 30～49 歳のパートタイム労働に従事する女性を対象として集計。
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賃金については企業の要因が大きいと考え、ここではパートタイム労

働 者に 与える 影響が 大き いと考 えられ る公 的負担 にあた る社 会保険 制

度や税制について詳しく見ていきたい。

まず社会保険制度であるが、パートタイム労働者が被保険者になるた

めには一定の要件を満たす必要がある。（表 1 参 照）

表 1 社会保険の適用資格要件

注）所定労働時間については、保険者が労働状況などを総合的に勘案

して、常的使用関係にあるかどうかを判断する

出所：厚生労働省「パートタイム労働者を取り巻く関連諸制度」

具体的には、労働時間が 1 日 又は 1 週 間の所定労働時間、1 月 の勤務

日数がそれぞれ通常の労働者のおおむね 4 分 の 3 以 上、さらに年収が

130 万 円以上という要件を満たさない場合は、健康保険等被用者保険の

被扶養者に当たる。また、年金では、厚生年金保険等被用者年金保険の

被扶養配偶者（第 3 号 被保険者）に該当する。この基準を超えてしまう

と、有配偶の女性でも社会保険の保険料負担が必要となる。

次に、わが国の税制であるが、パートタイム労働者本人に対する課税

について、所得税（国税）の場合、年収 103 万 円（給与所得控除 65 万

円＋基礎控除 38 万 円）未満なら課税されることはない。（表 2 参 照）

医療保険
健康保険等被用者
保険の被扶養者

国民健康保
険の被保険
者

資
格
要
件

所定労働時間
年収

健康保険等被用者保
険の被保険者

1日または1週間の所
定労働時間および1月
の所定労働日数が通
常の就業者の概ね4分
の3以上である者（注

1）
原則として年収130万円未満

原則として年収
130万円以上

1日または1週間の所定労働時間および1月の所定
労働日数が通常の就業者の概ね4分の3未満である

者（注1）

適
用

国民健康保険の
被保険者

年金

厚生年金保険等被用
者年金保険の被保険
者(国民年金第２号被

保険者）

厚生年金保険等被
用者年金保険の被
扶養配偶者（国民
年金第３号被保険

者）

国民年金の第1号被保険者
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表 2 パートタイム労働者に関連する所得税制

パートタイム労働本人 本人の配偶者

課税対象となるか
所得税・住民税の課税に当た

って控除が認められるか
パートタイム労働者の年収額

所得税 配偶者控除 配偶所特別控除

100 万円以上 × ○ ×

100 万円を超え 103 円以下 × ○ ×

103 万円を超え 141 万円未満 ○ × ○

141 万円以上 ○ × ×

注）ただし配偶者特別控除は配偶者の年間の合計所得金額が 1.000 万 円

（給与等収入で 1230 円 ） 以下の場合のみ認められる

出所：厚生労働省「パートタイム労働者を取り巻く関連諸制度」

このような制度上の制度基準によって、労働調整を行っているパート

タ イ ム 労 働 者 も 多 く 存 在 す る 。「 多 様 な 就 業 形 態 の あ り 方 に 関 す る 調

査」（ 2001 年 ） １で は、約 40％ のパートタイム労働者が何らかの形で就

業調整を行っていると回答している。就業調整を行っている労働者の多

くが 30 時 間未満で調整を行っており、社会保険（厚生年金や健康保険）

の適用、さらに所得税の納税の回避行動をとっている。

「パートタイム総合実態調査」（ 2001 年 ）２で は、実際に 100 万 円 未満

で女性全体の約 40％ が、さらに 130 万 円 未満まででは全体の約 60％ が

労働していることがわかる。（図 5 参照）

                                                     
１ (財)21 世紀職業財団 30～49 歳のパートタイム労働に従事する女性を対象として集計。
２ 厚生労働省 全国パートタイム労働に従事する男女を対象として集計。

図5　　年収階級別パート労働者の割合
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出所：厚生労働省大臣官房統計情報部

「平成 13 年パートタイム総合実態調査」

以上のように、労働調整を行うなどの形でパートタイム労働者である

女性の労働が抑制されている現状がある。

私 たち はこの ような 就業 意識と 現状の 乖離 を是正 するこ とが 現在の 労

働力の確保に繋がり、さらに女性が自由に安心して就業することを可能

とすることは、女性が子供を産みやすい環境を作り出すことを可能にす

ると考えられる。そこで、私たちは、パートタイム労働者の労働供給を

妨げる要因を明らかにし、対策を講じていこうと思う。
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第2章 先行研究

＜要約＞

この章では、私たちが非正規雇用者の労働供給量決定の要因分析を行

う上で参考にした先行研究を紹介する。私たちは税制、社会保障制度、

配 偶者 手当制 度がパ ート タイム 労働者 の労 働供給 行動に 与え る影響 を

分析した安部・大竹（ 1995） と、自主的な労働時間選択モデルに従い、

女 性の 短時間 就業者 と長 時間就 業者の 労働 供給関 数及び 賃金 関数を 推

計した永瀬（ 1997） を 参考にする。

実 証的 に非 正規 雇用 者の 労働 供給 の要 因を 分析 した 既存 研究 として

は安部・大竹（ 1995） と 永瀬（ 1997） が挙げられる。

安部・大竹（ 1995）で は、パートタイム労働者に関する税制、社会保

障制度、配偶者手当制度がパートタイム労働者の労働供給行動に与える

影響を分析している。

具体的には、

① パートタイム労働者に関する税制が労働供給に与える影響を分析

② 既 婚 女 性 で パ ー ト タ イ ム 労 働 者 行 動 を 、「 パ ー ト タ イ ム 総 合 実 態

調査」をもとに分析

③ 未婚女性と既婚 女性を比較して、 税制・社会保障制 度の影響を分

析

④ 賃金の労働時間 に対する弾力性を 、未婚女性と既婚 女性で比較し

分析

という上記の４つの分析を行い、以下の結果を出している。

第 1 に、本人所得に関わる税制からは年間所得が 100 万 円のところで

就業を調整する可能性があること、配偶者 (特 別）控除の存在は年間所

得 70 万 円のところに労働時間を調整する可能性をもたらすこと、年間

所得が 135 万 円前後を得るというパートタイム労働は少なくなる可能

性が高い。さらに、配偶者手当の打ち切りや健康保険の被保険者資格の

喪失も労働供給に大きな影響を与える。

第 2 に 所得税の課税最低限のところで、夫が働いているグループを中

心 にパ ート タイ ム労 働者 の所 得分 布に 偏り がみ られ 、年 間所 得が 100

万 円 を超えないように就業調整を行っていることが確認される。

第 3 に 配偶者が働いていない者の賃金弾力性がより大きく、配偶者が

働 いて いる場 合は賃 金の 上昇が 労働時 間短 縮をも たらす 程度 が大き い

ことが示されている。これは、配偶者が働いている場合の方には、所得

効果が代替効果を上回るという解釈も可能であるが、税制や社会保障制
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度 のた めに労 働時間 を調 整して いると いう 仮説と も整合 的な 結果で あ

る。

そして、配偶者 (特 別 )控除制度、給与所得控除、配偶者手当、社会制

度がパートタイム労働者に 100 万 円を超えないように就業調整を行わ

せる原因になっていると指摘した上で、次のような政策の改善案を示し

ている。

第 1 に、配偶者 (特別 )控 除の大きさを小さくして課税最低額を引き下

げる。もしくは配偶者控除を税額控除制度として、税率の高い夫をもつ

既婚女性の就業調整を小さくさせる。

第 2 に、配偶者手当制度の撤廃、配偶者手当制度を配偶者の所得に応

じて順次引き下げる制度の導入、配偶者手当の所得制限の撤廃を行い、

配偶者手当制度の所得制限による、世帯所得の純減を防ぐ。

第 3 に、現在の給与所得控除制度に、年間給与が 160 万 円を超えると

限界税率が低下するという逆進性があるため、同制度の最低保障額制度

を改め、定額控除＋限界控除という 1973 年 以 前のスタイルに戻すこと

である。これにより、100 万 円 を超えると限界税率が 10％ かかるという

ことと、給与所得が 165 万 円以上のところでみられる逆進性を解消でき

る。

第 4 に、専業主婦についても基礎年金保険料を支払うことを義務づけ

るか、基礎年金部分はすべて国庫負担で行うという改革を実施させる。

これにより、パートタイム労働者が社会保険に加入するときに生じる手

取り収入の純減をなくす。

次に、永瀬 (1997)に つ いて紹介する。

永瀬 (1997)で は、既婚女性の労働供給行動を短時間労働者と長時間労

働者の場合に分けて、自主的な労働時間選択モデルに従ったときの賃金

関数と労働供給関数の推定を行っている。

まず、賃金関数については『 1983 年 職業移動と経歴（女子）調査』

の個票より説明変数として教育年数、就業年数、年齢ダミー、都市部ダ

ミー、義務教育終了時の希望学歴を用いて推計を行っている。この分析

によって短時間労働者場合、教育年数と就業年数の要因が賃金関数に有

意にプラスの影響を与えており、他の要因は有意に働いていないことが

分かる。

次 に労 働時 間供 給関 数に つい ては 賃金 関数 の推 計に 用い たデ ータか

ら未就学児数、子供数、祖母と同居ダミー、再就職志向ダミー、最初の

分析で推計した推定賃金などを説明変数において推計を行っている。推

計 結果 から女 性の短 時間 労働者 の労働 時間 の決定 には未 就学 児数と 祖

母と同居ダミー、再就職志向ダミー、推定賃金が有意に大きなマイナス

の影響を与えていることが明らかになった。わが国における短時間労働

者は、欧米と同様に夫の所得や幼い子供が多いほど労働時間が短くなる

という標準的な労働供給モデルがあてはまった。しかし、強い負の賃金

弾力性が確認されたことから、税制などの諸制度が労働供給に大きい歪

みを与えている可能性があると考察している。

これらの先行研究の分析結果も考慮し、第 3 章 では私たちの用いる所

得・余暇選考仮説について説明し、女性パートタイム労働者の労働供給

量決定要因について分析する。
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第3章 実証分析

＜要約＞

第 3 章 では、第 1 節 で分析に用いる所得・余暇選考仮説について説明

する。第 2 節 では理論に基づき、実証分析を行う。

実証分析の方法は時系列データを用いた重回帰分析で、被説明変数に

は女性パートタイム労働者の年間労働時間を使用する。また説明変数に

は時給、厚生年金の認定基準額、給与所得控除と基礎控除の和、前年分

の土地家屋借金返済額、末子年齢が 0 歳から 3 歳 までの世帯数、総世帯

に占める三世代世帯の割合を使用し、この節ではデータの詳細について

も説明する。さらにパートタイム労働者に関する法律制定の影響を考慮

するため、 1 種 類のダミー変数を使用する。

第1節 所得・余暇選考仮説
個人は利用可能な時間で仕事をするか余暇活動を行う。ここで個人は

税や保険料負担を除いた所得と資産からの収入をもとに、消費と余暇か

ら満足を得ると仮定する。

余暇に対する需要関数が

   

),,( ITwfDL 

と表され、労働供給関数が

(1) ),,(),,( ITwlITwfHDHS LL 

と示せる。

w 賃金率 I 資産 T 公的負担（税、社会保険料負担）
H 利用可能な時間（食事、睡眠等の必要不可欠な時間を除いた時間 )

l 労働時間
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私 たち は女 性パ ート タイ ム労 働者 の労 働供 給時 間の 決定 要因 を分析

するために、（ 1） 式を以下のように変形させる。

（ 2） ),,( ITwLPWLPW 
  LPW :女 性 パートタイム労働者の労働供給時間

（ 2）式から労働時間を決定する要因として、所得、家庭、社会保険 (年

金 )、 税制、その他の要因が存在すると仮定し、新たな労働供給関数を

導き出す。ここで、家庭は家庭内環境の変化が労働供給に与える影響を

見るという理由で、その他は前述以外の要因による変化を見るという理

由で、それぞれ考慮した。

（ 3） LPW ),,,,( EtcTaxSocHomIncLPW

  Inc：所得の要因   Hom：家庭の要因
Soc：社会の要因   Tax：税制の要因

Etc：その他の要因

上記の式を利用して、非正規雇用者の労働供給行動を分析する。

第2節 推計モデルとデータ
本稿では第 1 節で説明したモデルをもとに、女性パートタイム労働

者の労働供給時間決定の実証分析を行う。先行研究のように女性の労働

供給量の分析は数多くなされてきたが、ほとんどの分析で個票を用いた

分析を行っているため、本稿では女性パートタイム労働者の労働供給時

間決定の要因を 1986 年 か ら 2004 年 ま での時系列データを用いて重回帰

分析を行った。推計式は線形を仮定し分析に用いた。推計式は以下の通

りである。

PensionSansedaiChildShakkinJikyuLPW 54321  
                      

  DummyPKojo 76

被説明変数には女性パートタイム労働者の年間平均労働時間（ LPW ）
とする。用いたデータは厚生労働省大臣官房統計情報部編『賃金構造基

本統計調査年報』の女性短時間労働者の 1 日 あたりの所定内実労働時間

数と 1 月 あたりの実労働時間日数と 12 ヶ 月の積を、年間女性パートタ

イム労働者の年間労働時間と定義した。説明変数には時給、勤労者世帯

土地家屋借金返済額、末子年齢 0 歳 から 3 歳 までの世帯数、総世帯に占

める三世代世帯の割合、厚生年金認定基準額、給与所得控除と基礎控除

の和、パートタイム労働法ダミーを用いる。

次に説明変数に用いる 6 つ の変数と 1 つ のダミー変数について説明す

る。
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① 時給（ Jikyu 単位：円）

所得の影響を見る変数として使用する。時給が高くなると労働者は意

欲的に労働に取り組むようになり、労働供給量を増加させる代替効果と、

予定となる所得水準や税制、年金制度の基準額に、より少ない労働力で

到達可能なため、労働供給量を減らす所得効果のどちらが強く影響する

か予測できないため、予想される符号は不明である。用いたデータは厚

生労働省『賃金構造基本統計調査年報』の女性のパートタイム労働者の

平均時給である。

② 前年土地家屋借金返済額（ Shakkin 単位：万円）

家庭内環境の影響を見る変数として使用する。前年の借金返済額によ

って労働者は労働供給量を増やすと考え、予想される符号はプラスであ

る。用いたデータは総務省統計局『家計調査年報』の勤労者世帯の年間

平均土地家屋借金返済額である。

③ 末子年齢（ 0－ 3 歳）世帯数（ Child 単位：万世帯）

家庭内環境の影響を見る変数として使用する。出産後間もない子ども

を持つ母親は労働供給量を減らして、育児に手をかけなければならない

と考え、予想される符号はマイナスである。用いたデータは総務省統計

局『労働力調査年報』の 0－ 3 歳の末子を持つ世帯数である。

④ 三世代世帯割合（ )Sansedai
家庭内環境の影響を見る変数として使用する。三世代世帯では労働者

の親の世代が一日中家にいることが多く、家事や育児などを手伝ってく

れているあいだに労働供給を行うことができると考え、予想符号はプラ

スである。用いたデータは総務省統計局『労働力調査年報』の総世帯中

に占める夫婦、子供、親からなる世帯の割合である。

⑤ 厚生年金認定基準額（ Pension 単位：万円）

社会保険の影響を見る変数として使用する。厚生年金認定基準額が上

がれば、それまで第三号被保険者だった労働者は労働供給量を増やして

も第三号被保険者のままでいられるので、予想される符号はプラスであ

る。用いたデータは厚生統計協会『保険と年金の動向』の厚生年金認定

基準額の推移である。

⑥ 給与所得控除＋基礎控除（ Kojo 単位：万円）

税制の影響を見る変数として使用する。控除の対象となる所得水準が

上昇すれば、上昇分だけ労働供給量を増やしても所得税がかからなくな

るため、予想される符号はプラスである。用いたデータは『税法便覧』

の給与所得控除額と基礎控除額である。

以上の 6 変数の記述統計量は表 3 に示す通りである。

次に 1 つ のダミー変数について説明する。

パ ート タイ ム労 働者 に関 わる 法律 は労 働基 準法 を始 め存 在し ている

が、特にパートタイム労働者について定めた法律は 1993 年 に 施行され

た 短時 間労働 者の雇 用管 理の改 善等に 関す る法律 （パー トタ イム労 働

法）である。そこで、上記の法律が女性パートタイム労働者の労働供給
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行動にどのような影響を与えたかを分析するために、「パートタイム労

働法ダミー」（ DummyP）をおき、 1993 年 以 降の法制度の施行に対応す
る変数とする。具体的には 1986 年 から 1992 年 までを「 0」、 1993 年 か

ら 2004 年 までを「 1」 して、分析に使用する。

以 上の 被説 明変 数と 説明 変数 をも とに 、次 章で は分 析結 果を 考察す

る。

表 3 記述統計量

変数名 変数 Average Stder Max Min

時給 Jikyu 787.3 99.8 963.2 654.3
前年土地家屋借金返済額 Shakkin 2.788 0.782 3.687 2.349
末子年齢（0-3歳）世帯数 Child 36.842 8.893 53 23

三世代世帯割合 Sansedai 0.123 0.016 0.153 0.100
厚生年金認定基準額 Pension 118.580 10.389 132.518 0

給与所得控除＋基礎控除 Kojo 104.240 2.403 111.982 101.420

被説明変数

説明変数

1656 1116.96
女性短時間労働者の年間実

労働時間数
LPW 1466.06 158.07
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第4章 分析からの考察

＜要約＞

第 4 章 では第 3 章で説明した分析の結果を考察する。推定の結果、土

地家屋借金返済額、三世代割合、厚生年金認定基準額、給与所得控除と

基礎控除の和が予想通りプラスの有意な結果を示した。また、末子年齢

0 歳 から 3 歳までの子供のいる世帯数が予想通りマイナスで有意な結果

を示した。符号を予想することができなかった時給とパートタイム労働

法ダミーについては、マイナスの有意な結果を得ることができた。以下

では詳しく分析結果を考察する。

推計結果は、表 4 に示す通りである。

表 4 分析推計結果

＊＊＊は 1％有意 ＊＊は 5％有意 ＊は 10％有意

分析にあたり、第 3 章で説明したすべての説明変数を考慮して推計し
た。予想した変数の符号はすべて予想通りであり、すべての変数が有意

水準の高い結果となった。以下ではこのモデルの推計結果について考察

する。

①時給（ Jikyu）
時給については 1%の有意水準でマイナスの推定結果が得られた。こ

の結果から、時給の変化によって女性パートタイム労働者の労働供給時

間の増減を説明することが出来る。第 2 章で述べたように、永瀬 (1997 )
では、賃金が高くなれば短時間労働者は労働供給時間を減少させるとし

被説明変数
説明変数 係数 t値
時給 -0.814 (-4.515)

***

前年土地家屋借金返済額 52.431 (2.587)**

末子年齢（０－３歳） -5.201 (-4.315)***

三世代割合 1964.362 (2.313)
**

認定基準額 0.414 (-2.386)**

控除 3.571 (1.854)
*

パート労働法ダミー -35.555 (-2.021)*

定数 1479.888 (4.782)***

標本数 19
自由度決定済み決定係数 0.985

年間労働時間
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ている。今回の推計結果からも先行研究と同様に、賃金率の上昇は労働

供給量減少の一つの要因となっていると考えられる。

しかし、第 2 章の安部・大竹（ 1995）で紹介したように税制や年金
制度により影響を与えられていることが考えられるため、時給のみの影

響によって労働供給量が決められるとは考えにくい。

②前年土地家屋借金返済額（ Shakkin）
前年土地家屋借金返済額については 5%の有意水準でプラスの推定結

果が得られた。この結果から前年の借金返済額が増加することによって

女性パートタイム労働者の労働供給時間も増加する。

③末子年齢 0－ 3 歳 )(Child
末子年齢 0－ 3 歳については 1%の有意水準でマイナスの推定結果が

得られた。出産後間もない子どもを持つ母親は、育児に手をかけなけれ

ばならない。この結果から、末子年齢 0 -3 歳の子供がいる女性は労働可
能時間を育児にまわすという結果が考察できる。 2 章で述べたように、
永 瀬 ( 1997 )で は 、 未就 学 児 数 が 有 意 にマ イ ナ ス の 結 果 を表 し て い て い
る。今回の推計結果からも先行研究と同様に、子供の数の増加するに伴

って、労働供給量は減少する。

④三世代割合 )(Sansedai
三 世 代 割 合 に つ い て は 5%の 有 意 水 準 で プ ラ ス の 推 定 結 果 が 得 ら れ

た。この結果から祖父母が同居している家庭においては、育児の分担が

可能となる。このことから、三世代割合の増加によって影響女性パート

タイム労働者の労働供給時間は減少する。

⑤厚生年金認定基準額 )(Pension
厚生年金認定基準額については 5%の有意水準でプラスの推定結果が

得られた。この結果から、厚生年金認定基準額が上がれば、第三号被保

険 者で あるパ ートタ イム 労働者 は労働 供給 量を増 やして も第 三号被 保

険者のままでいることが可能となる。よって、厚生認定基準額が上がれ

ば、労働供給時間も増加する。

⑥控除 )(Kojo
控除については 10%の有意水準でプラスの推定結果が得られた。こ

の結果から控除の対象となる所得水準が上昇すれば、上昇分だけ労働供

給量を増やしても所得税がかからなくなるため、女性パートタイム労働

者の労働供給時間は増加する。

⑦ パートタイム労働法ダミー )(DummyP
パ ー トタ イム 労働法 ダ ミー につ いては 10%の 有 意 水準で マ イナ スの

推定結果が得られた。パートタイム労働法が女性パートタイム労働者の

労働供給行動に制約を与えていることが考えられる。よって女性パート

タイム労働者の労働供給時間は減少する。
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第5章 政策提言

＜要約＞

第 3,4 章 で は女性パートタイム労働者の労働供給時間決定の要因分

析と、その結果の考察を行った。女性パートタイム労働者の労働供給時

間の増減は時給、前年土地家屋借金返済額、末子年齢（ 0-3 歳 ）、三世

代割合、厚生年金認定基準額、給与所得控除と基礎控除の和で説明でき、

また 1 種 類のダミー変数も有意に効くことが分かった。

上記のことからこの章では、第 4 章 の分析結果考察をもとに政策提言

を行い、本稿のまとめとする。1 つ 目は、地域三世代女性支援プランで

ある。 2 つ 目は、公的年金制度第 3 号 被保険者制度の廃止である。 3 つ

目は、パートタイム労働法の浸透政策である。

第1節 地域三世代女性支援プラン
本稿の分析の結果から、三世代世帯割合は有意にプラスの結果が得ら

れた。このことから、三世代世帯であると、労働供給時間が増えるとい

うことがわかった。さらに、末子年齢（ 0－ 3 歳 ）世帯数は有意にマイ

ナスという結果が得られ、やはり幼い子供がいると、労働供給時間は減

少することがわかった。この 2 つの変数の結果に基づき、私たちは政策

提言を行う。

核 家族 世帯 に属 する 労働 者が より 多く の労 働時 間を 確保 する ために

は、三世代世帯に代わる環境、つまり育児の手伝いをしてくれる存在が

必要である。そのことから、私たちは子供が保育所・幼稚園・小学校か

ら帰宅した後の世話をしてくれる施設の整備が必要であると考える。安

心して子供を預けられる施設や環境の整備をすることによって、女性の

労働供給量を見込むことができる。

既に政府は子育て支援等に関する政策を打ち出しているが、この政策

を改良することによって有効な政策を提言する。

参考とするのは、以下の 2 つ の政策である。

1 つ 目は、厚生労働省が自治体に対して施策した「ファミリーサポー

トセンター」の設立である。これは市区町村に拠点をおいた公益法人な

どが運営し、市内に在住の希望者が子供を預かる仕組みである。援助内

容としては、保育所・幼稚園等の開始前や終了後に子供を預かることや

保育所・幼稚園等に子供を送迎することなどが挙げられる。援助内容で、

一番求められているものは子供を保育所・幼稚園等に送迎することであ

るとこの政策で示されている。
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2 つ 目 は、「女性再チャレンジ支援プラン」である。これは、内閣府

が 2005 年 度に男女参画共同社会の対策として打ち出した政策だが、働

きたい女性が、就業や起業等に何度でも挑戦できるよう、仕事と子育て

のバランスを両立できる環境づくりを柱として、取りまとめられた。地

域商店街の空き店舗などの利用による再チャレンジ支援、学習・能力開

発支援、再就職支援、企業支援などが具体的に挙げられている。

この 2 つ の政策は、近年成立されたものであるため、実施状況の成果

は達成されていないのが現状である。子どもの世話をしてくれる者は特

に保育資格などを持っている者と限定することもなく、それは利用者側

の信用を得られず、今後利用者数も伸び悩むと懸念される。

これらの政策を基に、私たちは労働意欲の高い女性が自由に働くため

の政策を考え、地域のコミュニティの拡大、活性化を目的として提言を

行う。

この政策を「地域三世代女性支援プラン」と名づける。地域、市町村

区単位で支援を行い、協力・世話をしてくれる人員として、幼稚園、小

学校等の教育機関にこのプランを紹介し、退職後の教職員・保育士の人

員を確保する。退職後の高齢者は、地域活動に参加したいという強い意

識があると「男女参画共同白書」で明らかにされている。

（図 6 参照）

出所：内閣府「男女共同参画白書」

また、教職員・保育士であった者であれば、預ける側もより安心して

子供を預けられると考えられる。

施設としては、「女性再チャレンジ支援プラン」で挙げられているよ

うに、特に利便性に富んだ立地条件にある地域商店街の空き店舗を利用

する。それによって商店街利用率増加による地域の活性化や、地域全体

の三世代関係の創出による地域活動の促進にも繋がると考えられる。

このように、退職後の高齢者が活躍できると同時に、働きたい女性が

安心して働くことができる環境が整備される。さらに、それは女性が子

供を生みやすい環境であるということもいえ、少子化問題も解決される

ことに繋がるのではないかと考える。

図6　　地域活動において、社会の役に立ちたいと思っている者の割合
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労働する女性のための政策はいくつか実施されているが、労働する女

性を支え、地域活性化にも繋がる政策として、「地域三世代女性支援プ

ラン」を提言する。

第2節 公的年金制度第 3号被保険者制度の廃止
第 2 章で紹介した安部・大竹 (1995)と 本 稿での分析を考慮した結果、

厚生年金認定基準額によって、女性パートタイム労働者の就業調整が行

われることが分かった。以上の結果から、私たちは女性パートタイム労

働者に対する公的年金制度の改正案を提言する。

現在の厚生年金制度の認定基準額は年収 130 万 円であるが、問題意識

でも述べたように、年収を 130 万 円未満に収入を抑える等の就業調整を

行っている女性パートタイム労働者は少なくない。    

本 稿 の 分析 結果 でも 厚生 年金 認定 基準 額は プラ スの 結果 が示 されて

おり、厚生年金認定基準額設定金額によって労働供給量の増減が決定さ

れることがわかる。

そこで私たちは、公的年金制度の改正案を提言する。まず、女性パー

トタイム労働者が現在よりも労働供給時間を増加する方法としては、厚

生年金認定基準額を引き上げるという方策が考えられる。しかし、そう

した場合、現在よりも年金保険料の納付者が減少することから、少子高

齢 化等 の影響 により 逼迫 してい る年金 財政 がさら に悪化 して しまう 可

能性がある。（図、国民年金と厚生年金の財政状況）そのため、厚生年

金の認定基準額を引き上げるという政策は有効であるとは言い難い。

また、現在社会保障審議会の年金部会では、厚生年金認定基準額を現

在の半分である 65 万 円に引き下げるという公的年金制度の改正案が議

論されている。しかし、厚生年金認定基準額を 65 万 円に引き下げた場

合、女性パートタイム労働者が新たに年収 65 万 円未満に収入を抑える

等の就業調整をする可能性が懸念される。その場合、労働供給時間がさ

らに減少することが考えられるため、この政策も有効とは言い難い。

以上の考察を踏まえた上で、私たちは厚生年金認定基準額の基準額を

変更することは、女性パートタイム労働者の労働供給量を増加させるた

めの有効な政策手段とはいえないと考える。むしろ女性パートタイム労

働者に対する厚生年金認定基準額を撤廃すること、すなわち就業者であ

る女性に対する公的年金制度の第 3 号被保険者制度の廃止を私たちは

提言する。

具体的には、第 2 号被保険者の配偶者で就業者である者は自動的に第

2 号 被保険者として、非就業者は第 1 号被保険者として扱う政策を提言

する。

この政策によるメリットとしては、女性パートタイム労働者の厚生年

金の認定基準額による就業調整がなくなることや、保険料の増収により

安定的な年金財政が可能になることが挙げられる。

予想される批判としては、まず女性パートタイム労働者を第 2 号 被保

険者にした場合に、保険料は被保険者本人と企業で折半をして支払うこ

とになるため、企業側の負担が増大することである。しかし、これに対

応する方法として、段階的に認定基準額の引き下げを行っていき、最終
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的に第 3 号被保険者を第 1 号、第 2 号被保険者に移行していけば、企業

側の負担が急激に増加することはなくなり、順応しやすくなる。

また、現行の年金制度における第 3 号被保険者制度の財源は、第 2

号 被保険者の厚生年金の拠出金から賄っている。第 3 号 被保険者制度の

廃止により、この拠出金部分が厚生年金の財源に留まるため、年金財政

の回復が見込めることから、保険料の引き下げをすることもできる。こ

れによって、女性パートタイム労働者の保険料負担の半分を企業側が負

わなければならなくなっても、その額は現行の第 2 号 被保険者制度より

も小さくなる。これらの政策を実施することで、企業側のコストは小さ

くなると考えられる。

次に、第 3 号被保険者が第 2 号被保険者に移行することで、2007 年 4

月 よ り 始まる 離婚時 の老 齢厚生 年金の 分割 支給の 対象か ら外 れるこ と

になり、老後に自らが支給される年金額のみで生活しなければならなく

なることが懸念される。これに対応するために、離婚時の分割対象を配

偶者が第 3 号 被保険者である場合に限らず、すべての夫婦で適用すれ

ば解決するのではないかと考える。

上記のことを踏まえて、私たちは第 3 号 被保険者制度の段階的な廃

止を提言する。

第3節 パートタイム労働法の浸透政策
本稿の分析から、パートタイム労働法の制定によって、女性パートタイ

ム労働者の労働供給時間が制約されていることが分かった。しかし、現

在 のパ ートタ イム労 働法 は明確 な罰則 規定 がなく 努力義 務規 定が多 く

存在する法律である。さらに事業所アンケートによると、実際に同法や

指針の周知度は、「内容までよく知っている」と回答している事業所は

16％、「内容についてある程度知っている」が半数以上の 55 .9％で、残
りの 25％はパートタイム労働法の存在を知らない、または内容を認識
していないという結果であった。（図 7 参照）

図7　　パートタイム労働法やパートタイム労働指針の周知度

名前も知らない,
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出所：（財）21世紀職業財団「パートタイム労働者実態調査」１

以 上のことからもわかるように、同法はパートタイム労働者の環境を

整備するための効力は不十分であると考えられる。また、同法の制定さ

れた 1993 年 頃 からの景気低迷の影響を受けて、分析において有意にマ

イナスの結果を示しているのではないかと考えた。そこで、私たちは全

事業者及び、全パートタイム労働者がこの法律の内容を認知するための

政策を提言する。

現在、厚生労働省は「パートタイム労働法のあらまし」というパンフ

レットを全事業者向けに発行している。だが、パートタイム労働者に対

しても同法の存在を認識させる必要があると考える。そこで、低コスト

で有効な政策手段として、パンフレットを作成し、配布することを提言

する。原文では理解しがたいので、図などでわかりやすくしたものを作

成し、パートタイム労働者の採用時に、事業者がパートタイム労働者に

渡すことを義務付ける。

以上のような政策を私たちは提言する。

                                                     
１全国の常用労働者を５人以上雇用する事業所を対象として集計
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